
 

令和５年６月定例会提出議案概要 

 

１ 招集告示日   令和５年５月３０日 

２ 招 集 日   令和５年６月６日 

３ 提出議案件数  ２７件 

予 算  ２件 

条 例  ９件 

その他 １６件 

４ 議案等件名 

議案第３２号 令和５年度西条市一般会計補正予算（第４回） 

について 

議案第３３号 令和５年度西条市国民健康保険特別会計補正予 

算（第１回）について 

議案第３４号 橋りょう耐震化事業に伴う四国縦貫自動車道と 

交差する西条市が管理する裏ノ谷第一橋におけ 

る耐震補強工事委託に関する協定の締結につい 

て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  １ 

議案第３５号 財産の取得について ・・・・・・・・・・・・・  ２ 

議案第３６号 字の区域の変更について ・・・・・・・・・・・  ３ 

議案第３７号 字の区域の変更及び小字の廃止について ・・・・  ４ 

議案第３８号 土地改良事業の施行について ・・・・・・・・・  ５ 

議案第３９号 土地改良事業の施行について ・・・・・・・・・  ６ 

議案第４０号 西条市税条例の一部を改正する条例について ・・  ７ 

議案第４１号 西条市国民健康保険税条例の一部を改正する条 

例について ・・・・・・・・・・・・・・・・・  ８ 

議案第４２号 西条市子ども・子育て会議条例の一部を改正す 

る条例について ・・・・・・・・・・・・・・・ １２ 

議案第４３号 西条市特定教育・保育施設及び特定地域型保育 

事業の運営に関する基準を定める条例の一部を 

改正する条例について ・・・・・・・・・・・・ １３ 

議案第４４号 西条市家庭的保育事業等の設備及び運営に関す 

る基準を定める条例の一部を改正する条例につ 

いて ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １４ 

議案第４５号 西条市一般廃棄物最終処分場設置及び管理条例 

の一部を改正する条例について ・・・・・・・・ １５ 

議案第４６号 西条市畜舎等の建築等及び利用の特例に関する 

別 

冊 



 

法律施行条例の一部を改正する条例について ・・ １６ 

議案第４７号 西条市市営住宅設置及び管理条例の一部を改正 

する条例について ・・・・・・・・・・・・・・ １７ 

議案第４８号 西条市火災予防条例の一部を改正する条例につ 

いて ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １８ 

報告第 ５ 号 令和４年度西条市繰越明許費繰越計算書につい 

て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２０ 

報告第 ６ 号 令和４年度西条市病院事業会計予算繰越計算書 

について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２１ 

報告第 ７ 号 令和４年度西条市公共下水道事業会計予算繰越 

計算書について ・・・・・・・・・・・・・・・ ２２ 

報告第 ８ 号 西条市土地開発公社の経営状況について ・・・・ ２３ 

報告第 ９ 号 公益財団法人佐伯記念育英会の経営状況につい 

         て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２４ 

報告第１０号 株式会社西条産業情報支援センターの経営状況 

について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２５ 

報告第１１号 株式会社ソラヤマいしづちの経営状況について ・ ２６ 

報告第１２号 消防設備点検業務に係る委託契約における債務 

不履行に伴う和解の専決処分について ・・・・・ ２７ 

報告第１３号 権利の放棄について ・・・・・・・・・・・・・ ２８ 

報告第１４号 権利の放棄について ・・・・・・・・・・・・・ ２９ 
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議案第３４号  橋りょう耐震化事業に伴う四国縦貫自動車道と交差する

西条市が管理する裏ノ谷第一橋における耐震補強工事委託

に関する協定の締結について 

（建設道路課） 

 

１ 提出の理由 

橋りょう耐震化事業に伴う四国縦貫自動車道と交差する西条市が管理する

裏ノ谷第一橋における耐震補強工事委託に関する協定の締結について、西条

市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（平成１

６年西条市条例第４８号）第２条の規定により、議会の議決を求めるものであ

る。 

 

２ 概要 

(1) 協定金額 

２１３，４００，０００円 

(2) 協定の相手方 

香川県高松市朝日町四丁目１番３号 

西日本高速道路株式会社 

    四国支社長 松 本 浩 志 

(3) 工事内容 

ア 耐震補強工事 

・橋脚耐震補強工（RC 巻き立て） ２基 

・水平力分担構造設置工  橋台２基、橋脚２基 

イ 補修工事 

・ひび割れ注入工  １橋 

・断面修復工    １橋 

・表面保護工    １橋 
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議案第３５号  財産の取得について 

（契約課） 

 

１ 提出の理由 

災害対応特殊消防ポンプ自動車（ＣＤ－Ⅰ型）を取得することについて、西

条市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（平成

１６年西条市条例第４８号）第３条の規定により、議会の議決を求めようとす

るものである。 

 

２ 概要 

(1) 取得物件 

災害対応特殊消防ポンプ自動車（ＣＤ－Ⅰ型） 

(2) 取得金額 

  ４２，２４０，０００円 

(3) 取得相手方 

   松山市大手町１丁目１０番地１ 

    株式会社岩本商会 

     代表取締役 仙 波 誉 子 
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議案第３６号  字の区域の変更について 

                           （農業基盤整備課） 

 

１ 提出の理由 

  平成２８年度から国営緊急農地再編整備事業（道前平野地区）を実施してお

り、１９換地区のうち、久妙寺換地区の区画整理工事及び確定測量が完了した

ところである。 

  このたび、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）に基づく換地処分を行

うに当たり、当該換地区の字の区域を変更するため、議会の議決を求めるもの

である。 

 

２ 概要 

(1) 事業名 国営緊急農地再編整備事業（道前平野地区） 

(2) 事業年度 平成２８年度から令和１１年度まで 

(3) 区画整理面積 道前平野地区全体６５０ｈａ（久妙寺換地区３６．４ｈａ） 

(4) 字の区域の変更 丹原町久妙寺、丹原町古田、丹原町高松、丹原町今井 
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議案第３７号  字の区域の変更及び小字の廃止について 

                           （農業基盤整備課） 

 

１ 提出の理由 

  西条市小松町新屋敷の一部及び氷見の一部を施行地域とする、共同施行に

よる非補助土地改良事業（過行地区）が平成１８年度から実施されているが、

令和４年度までに区画整理工事及び確定測量が完了したところである。 

  このたび、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）に基づく換地処分を行

うに当たり、当該地区内の字の区域を変更し、及び小字を廃止するため、議会

の議決を求めるものである。 

 

２ 概要 

(1) 事業名 共同施行土地改良事業（非補助土地改良事業）  

(2) 地区名 過行地区 

(3) 事業年度 平成１８年度から令和５年度まで 

(4) 区画整理面積 ３．１ｈａ 

(5) 字の区域の変更 小松町新屋敷、氷見 

(6) 小字の廃止 小松町新屋敷字過行、氷見字松ヶ久保 
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議案第３８号  土地改良事業の施行について 

（農林土木課） 

 

１ 提出の理由 

  小向高水口地区に位置する取水堰の改良を、土地改良事業にて実施するに

当たり、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第２項の規定

により、議会の議決を求めるものである。 

 

２ 概要 

(1) 地区名 

小向高水口地区 

 (2) 事業費 

３４，０００，０００円 

(3) 受益面積 

９．５ヘクタール 

(4) 受益者数 

 ２７戸 

(5) 整備内容 

 取水堰改良 一式 

(6) 事業期間 

令和６年度及び令和７年度 
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議案第３９号  土地改良事業の施行について 

（農林土木課） 

 

１ 提出の理由 

  大明神川左岸地区に位置する水路橋の改修を、土地改良事業にて実施する

に当たり、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第２項の規

定により、議会の議決を求めるものである。 

 

２ 概要 

(1) 地区名 

大明神川左岸地区 

(2) 事業費 

２，２５０，０００円 

(3) 受益面積 

３５．３ヘクタール 

(4) 受益者数 

 ９３戸 

(5) 整備内容 

 水路橋改修 延長１９メートル 

(6) 事業期間 

令和５年度 
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議案第４０号  西条市税条例の一部を改正する条例について 

（市民税課） 

 

１ 提出の理由 

地方税法等の一部を改正する法律（令和５年法律第１号）の一部が施行され

ること等に伴い、所要の条例改正を行おうとするものである。 

 

２ 概要 

(1) 軽自動車税における原動機付自転車の種別割の税率について、３輪以上

の特定小型原動機付自転車（いわゆる電動キックボード等）の税率区分を、

３輪以上のもので総排気量が０．０２リットルを超えるもの等から総排気

量が０．０５リットル以下のもの等に変更する。 

(2) 森林環境税について、令和６年度から個人市民税の均等割の賦課徴収に

併せ、国税として 1 人当たり年額１，０００円を市区町村が賦課徴収する

こととなることから、森林環境税の賦課徴収に必要となる個人市民税の規

定について整備する。 

 

３ 施行期日 

令和５年７月１日。ただし、森林環境税の賦課徴収に関する規定については、

令和６年１月１日とするほか、一部の規定については、令和７年１月１日 
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議案第４１号  西条市国民健康保険税条例の一部を改正する条例につ

いて 

（市民税課） 

 

１ 提出の理由 

地方税法施行令の一部を改正する政令（令和５年政令第１３２号）の一部が

施行されたことに伴い、及び令和５年度の国民健康保険税の税率を定めるた

め、所要の条例改正を行おうとするものである。 

 

２ 概要 

(1) 国民健康保険税の課税限度額の引上げ 

後期高齢者支援金等課税額の限度額を現行の２０万円から国が示す限度

額基準の２２万円に引き上げる。 

区 分 
課 税 限 度 額 

改 正 案 現 行 

基礎課税額（医療分） （現行どおり） ６５万円 

後期高齢者支援金等課税額（支援分） ２２万円 ２０万円 

介護納付金課税額（介護分） （現行どおり） １７万円 

 

(2) 国民健康保険税の軽減措置における軽減判定所得の引上げ 

ア ５割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定において、被保険者

及び特定同一世帯所属者の数に乗ずべき金額を現行の２８万５，０００

円から２９万円に引き上げる。 

イ ２割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定において、被保険者

及び特定同一世帯所属者の数に乗ずべき金額を現行の５２万円から５３

万５，０００円に引き上げる。 

区 分 
軽 減 対 象 世 帯 の 判 定 基 準 

改 正 案 現 行 

７割軽減世帯 （現行どおり） 

世帯の合計所得≦430,000

円+100,000円×(給与所得

者等※1の数-1) 

５割軽減世帯 
世帯の合計所得≦430,000

円+290,000円×(被保険者

世帯の合計所得≦430,000

円+285,000円×(被保険者
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数+特定同一世帯所属者※2

数)+100,000円×(給与所得

者等の数-1) 

数+特定同一世帯所属者※2

数)+100,000円×(給与所得

者等の数-1) 

２割軽減世帯 

世帯の合計所得≦430,000

円+535,000円×(被保険者

数+特定同一世帯所属者数

)+100,000円×(給与所得者

等の数-1) 

世帯の合計所得≦430,000

円+520,000円×(被保険者

数+特定同一世帯所属者数

)+100,000円×(給与所得者

等の数-1) 

※１ 給与所得者等    給与収入が５５万円を超える者、公的年金等

収入が６０万円を超える６５歳未満の者又は公

的年金等収入が１２５万円を超える６５歳以上

の者 

２ 特定同一世帯所属者 後期高齢者医療制度への移行に伴い国民健康

保険の被保険者の資格を喪失した者で、その後

継続して同一の世帯に属するもの 

 

(3) 税率及び軽減額の改定 

ア 基礎課税額（医療分） 

(ｱ) 所得割            ８．３３％（現行   ８．６％） 

(ｲ) 資産割            １０．５％（現行    ２１％） 

(ｳ) 均等割額（１人につき）  ２９，０００円（現行２４，８００円） 

(ｴ) 平等割額 

特定（継続）世帯以外    ２０，９００円（現行１９，２００円） 

特定世帯          １０，４５０円（現行 ９，６００円） 

特定継続世帯        １５，６７５円（現行１４，４００円） 

(ｵ) 軽減世帯の均等割の軽減額を次のとおりとする。 

・７割軽減世帯(１人につき) ２０，３００円（現行１７，３６０円） 

・５割軽減世帯(１人につき) １４，５００円（現行１２，４００円） 

・２割軽減世帯(１人につき)  ５，８００円（現行 ４，９６０円） 

(ｶ) 未就学児の均等割の軽減額を次のとおりとする。 

・７割軽減世帯(１人につき)  ４，３５０円（現行 ３，７２０円） 

・５割軽減世帯(１人につき)  ７，２５０円（現行 ６，２００円） 

・２割軽減世帯(１人につき) １１，６００円（現行 ９，９２０円） 

・軽減世帯以外(１人につき) １４，５００円（現行１２，４００円） 

(ｷ) 軽減世帯の平等割の軽減額を次のとおりとする。 

・７割軽減世帯について 
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特定（継続）世帯以外   １４，６３０円（現行１３，４４０円） 

特定世帯          ７，３１５円（現行 ６，７２０円） 

特定継続世帯       １０，９７３円（現行１０，０８０円） 

・５割軽減世帯について 

特定（継続）世帯以外   １０，４５０円（現行 ９，６００円） 

特定世帯          ５，２２５円（現行 ４，８００円） 

特定継続世帯        ７，８３８円（現行 ７，２００円） 

・２割軽減世帯について 

特定（継続）世帯以外    ４，１８０円（現行 ３，８４０円） 

特定世帯          ２，０９０円（現行 １，９２０円） 

特定継続世帯        ３，１３５円（現行 ２，８８０円） 

イ 後期高齢者支援金等課税額（支援分） 

(ｱ) 所得割            ２．５３％（現行   ２．１％） 

(ｲ) 資産割             ２．７％（現行   ５．４％） 

(ｳ) 均等割額（１人につき）   ９，０００円（現行 ６，６００円） 

(ｴ) 平等割額 

・特定（継続）世帯以外    ６，４００円（現行 ５，２００円） 

・特定世帯          ３，２００円（現行 ２，６００円） 

・特定継続世帯        ４，８００円（現行 ３，９００円） 

(ｵ) 軽減世帯の均等割の軽減額を次のとおりとする。 

・７割軽減世帯(１人につき)  ６，３００円（現行 ４，６２０円） 

・５割軽減世帯(１人につき)  ４，５００円（現行 ３，３００円） 

・２割軽減世帯(１人につき)  １，８００円（現行 １，３２０円） 

(ｶ) 未就学児の均等割の軽減額を次のとおりとする。 

・７割軽減世帯(１人につき)  １，３５０円（現行   ９９０円） 

・５割軽減世帯(１人につき)  ２，２５０円（現行 １，６５０円） 

・２割軽減世帯(１人につき)  ３，６００円（現行 ２，６４０円） 

・軽減世帯以外(１人につき)  ４，５００円（現行 ３，３００円） 

(ｷ) 軽減世帯の平等割の軽減額を次のとおりとする。 

・７割軽減世帯について 

特定（継続）世帯以外    ４，４８０円（現行 ３，６４０円） 

特定世帯          ２，２４０円（現行 １，８２０円） 

特定継続世帯        ３，３６０円（現行 ２，７３０円） 

・５割軽減世帯について 

特定（継続）世帯以外    ３，２００円（現行 ２，６００円） 

特定世帯          １，６００円（現行 １，３００円） 
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特定継続世帯        ２，４００円（現行 １，９５０円） 

・２割軽減世帯について 

特定（継続）世帯以外    １，２８０円（現行 １，０４０円） 

特定世帯            ６４０円（現行   ５２０円） 

特定継続世帯          ９６０円（現行   ７８０円） 

ウ 介護納付金課税額（介護分） 

(ｱ) 所得割            ２．１７％（現行   １．９％） 

(ｲ) 資産割            ２．８５％（現行   ５．７％） 

(ｳ) 均等割額（１人につき）   ９，６００円（現行 ７，２００円） 

(ｴ) 平等割額          ５，１００円（現行 ３，８００円） 

(ｵ) 軽減世帯の均等割の軽減額を次のとおりとする。 

・７割軽減世帯(１人につき)  ６，７２０円（現行 ５，０４０円） 

・５割軽減世帯(１人につき)  ４，８００円（現行 ３，６００円） 

・２割軽減世帯(１人につき)  １，９２０円（現行 １，４４０円） 

(ｶ) 軽減世帯の平等割の軽減額を次のとおりとする。 

・７割軽減世帯について    ３，５７０円（現行 ２，６６０円） 

・５割軽減世帯について    ２，５５０円（現行 １，９００円） 

・２割軽減世帯について    １，０２０円（現行   ７６０円） 

 

３ 施行期日等 

(1) 施行期日 

公布の日 

(2) 適用区分 

改正後の条例の規定は、令和５年度以後の年度分の国民健康保険税につ

いて適用する。 
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議案第４２号  西条市子ども・子育て会議条例の一部を改正する条例

について 

（子育て支援課） 

 

１ 提出の理由 

こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律（令和４年

法律第７６号）が施行されたことに伴い、所要の条例改正を行おうとするもの

である。 

 

２ 概要 

条例において引用している子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）

の規定について、整備する。 

 

３ 施行期日 

公布の日 
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議案第４３号  西条市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の

運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例

について 

（保育・幼稚園課） 

 

１ 提出の理由 

  こども家庭庁設置法及びこども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備

に関する法律等の施行に伴う内閣府本府関係内閣府令の整備に関する内閣府

令（令和５年内閣府令第３３号）が施行されたことに伴い、所要の条例改正を

行おうとするものである。 

 

２ 概要 

(1) こども家庭庁の設置に伴い、保育所保育指針の制定権限が厚生労働大臣

から内閣総理大臣に移管されたため、関係規定を整備する。 

(2) 条例において引用している子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５

号）等の規定について、整備する。 

 

３ 施行期日 

  公布の日 
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議案第４４号  西条市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準 

を定める条例の一部を改正する条例について 

（保育・幼稚園課） 

 

１ 提出の理由 

こども家庭庁設置法等の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する

省令（令和５年厚生労働省令第４８号）が施行されたことに伴い、所要の条例

改正を行おうとするものである。 

 

２ 概要 

子ども家庭庁の設置に伴い、保育所保育指針の制定権限が厚生労働大臣か

ら内閣総理大臣に移管されたため、関係規定を整備する。 

 

３ 施行期日 

公布の日 
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議案第４５号  西条市一般廃棄物最終処分場設置及び管理条例の一部

を改正する条例について 

（衛生施設課） 

 

１ 提出の理由 

一般廃棄物最終処分場のうち、埋立てが終了している西条市小松一般廃棄

物最終処分場の廃止に必要な手続が完了したことから、当該施設を廃止する

ため、所要の条例改正を行おうとするものである。 

 

２ 概要 

西条市小松一般廃棄物最終処分場に関する規定を削除する。 

 

３ 施行期日 

公布の日 
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議案第４６号  西条市畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施

行条例の一部を改正する条例について 

（農水振興課） 

 

１ 提出の理由 

畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省

令（令和５年農林水産省・国土交通省令第１号）等が施行されたことに伴い、

所要の条例改正を行おうとするものである。 

 

２ 概要 

特定用途制限地区のうち、田園居住地区内において、床面積の合計が３００

平方メートルを超える畜産業用車庫の建築等をしてはならない。ただし、同一

敷地内にある畜舎等に附属する畜産業用車庫については、主たる畜舎等の床

面積の合計を超えない場合に限り、３００平方メートルを超えるものも建築

等をすることができる。 

 

３ 施行期日 

  公布の日 
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議案第４７号  西条市市営住宅設置及び管理条例の一部を改正する条

例について 

（施設管理課） 

１ 提出の理由 

西条市公営住宅等長寿命化計画に基づき、老朽化した戻川６区、戻川７区及

び戻川８区を廃止するため、所要の条例改正を行おうとするものである。 

 

２ 概要 

別表の戻川６区、戻川７区及び戻川８区に関する規定を削除する。 

 

３ 施行期日 

公布の日 
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議案第４８号  西条市火災予防条例の一部を改正する条例について 

（消防本部予防課） 

１ 提出の理由 

消防法施行規則及び対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気

器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部を改正

する省令（令和５年総務省令第８号）の一部が施行されたこと等に伴い、所要

の条例改正を行おうとするものである。 

 

２ 概要 

(1) 対象火気設備等のうち、急速充電設備について、充電対象の電気を動力源

とする自動車、原動機付自転車、船舶、航空機その他これらに類するものへ

の拡大、全出力の上限の廃止並びに位置、構造及び管理に関する基準につい

ての規定の整備を行う。 

(2) 喫煙等に関する規定について、健康増進法（平成１４年法律第１０３号）

に規定する喫煙専用室標識が設置されている場合は、「喫煙所」と表示した

標識を設置しなくてもよいこととするほか、「禁煙」、「火気厳禁」又は「喫

煙所」と表示した標識と併せて設ける図記号は、国際標準化機構が定める規

格又は日本産業規格に適合するものとしなければならないこととする。 

 

３ 施行期日等 

(1) 施行期日 

公布の日。ただし、第１１条の２第１項の改正規定及び附則第２項の規   

定は、令和５年１０月１日 

(2) 経過措置 

ア 第１１条の２第１項の改正規定の施行の際現に設置され、又は設置の

工事がされている改正後の西条市火災予防条例（平成１６年西条市条例

第２０６号。以下「新条例」という。）第１１条の２第１項に規定する急

速充電設備に係る位置、構造及び管理に関する基準の適用については、

なお従前の例による。 

イ 新条例第２３条第３項第２号の規定の適用については、当分の間、同

号中「喫煙専用室標識」とあるのは、「喫煙専用室標識又は健康増進法の

一部を改正する法律（平成３０年法律第７８号）附則第３条第１項の規

定により読み替えて適用される健康増進法第３３条第２項に規定する

指定たばこ専用喫煙室標識」と読み替えるものとする。 

ウ 条例の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされている新条例第

２３条第２項又は第３項第２号に規定する標識と併せて設ける図記号
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のうち、新条例第２３条第４項の規定に適合しないものについては、当

該規定にかかわらず、なお従前の例による。 
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報告第５号  令和４年度西条市繰越明許費繰越計算書について 

（財政課） 

 

１ 提出の理由 

繰越明許費を設定している事業について、令和５年度へ予算繰越の措置を

したので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１４６条第２項の

規定により、議会に報告するものである。 

 

２ 繰越明許費繰越予算の概要 

【一般会計】 

○繰越明許費 １７事業の合計 
 

繰 越 額 ５７２，３８８，０００円 

充当財源  

国庫支出金 ３０９，７２６，６００円 

県支出金 ４，３２７，５００円 

市債 ５３，０００，０００円 

分担金 ７，５８３，８００円 

一般財源（繰越金） １９７，７５０，１００円 
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報告第６号  令和４年度西条市病院事業会計予算繰越計算書について 

（健康医療推進課） 

 

１ 提出の理由 

  令和４年度西条市病院事業会計の資本的支出予算に定めた建設改良費のう

ち、年度内に支払義務が生じなかったものについて、その額を翌年度に繰り越

したので、地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第２６条第３項の規

定により、議会に報告するものである。 

 

２ 概要 

  西条市立周桑病院における本館蓄熱用熱源機更新工事において、施工に当

たり、病院施設との調整に不測の日数を要したため、年度内の完成が見込めな

くなったことによるものである。 

 

３ 繰越額 

 １，２６２万７，５５５円 
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報告第７号  令和４年度西条市公共下水道事業会計予算繰越計算書に 

ついて 

（下水道工務課） 

 

１ 提出の理由 

令和４年度西条市公共下水道事業会計の資本的支出予算に定めた建設改良

費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて、その額を翌年度に

繰り越したので、地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第２６条第３

項の規定により、議会に報告するものである。 

 

２ 概要 

  管渠建設事業において公共下水道全体計画区域の見直しに伴い、地域住民の意見集約に

不測の日数を要したこと、ポンプ場建設事業において港湾管理者との協議及び入札不調に

より、契約締結に不測の日数を要したこと、ポンプ場改良事業において港湾管理者との協

議に不測の日数を要したこと、並びに処理場改良事業である西条浄化センター改築工事委

託において、半導体不足による電気・機械設備の納期の遅れにより、各事業の年度内の完

成が見込めなくなったことによるものである。 

 

３ 繰越額 

２億９，３２７万７，０００円 
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報告第８号  西条市土地開発公社の経営状況について 

（用地課） 

 

１ 提出の理由 

西条市土地開発公社の経営状況について、地方自治法（昭和２２年法律第６

７号）第２４３条の３第２項の規定により、議会に報告するものである。 

 

２ 西条市土地開発公社の経営状況の概要 

 

 (1) 令和４年度決算関係 

 

 

 

 

 

 (2) 令和５年度予算関係 

 収益的収入及び支出予算 １，０００円 

資本的収入及び支出予算 収入 ０円 

支出 ０円 

  

資金計画 受入 ２，３８１，０００円 

支払 １６８，０００円 

 

 事業報告書 

財産目録 

貸借対照表 

損益計算書等  
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報告第９号  公益財団法人佐伯記念育英会の経営状況について 

（社会教育課） 

 

１ 提出の理由 

公益財団法人佐伯記念育英会の経営状況について、地方自治法（昭和２２年

法律第６７号）第２４３条の３第２項の規定により、議会に報告するものであ

る。 

 

２ 公益財団法人佐伯記念育英会の経営状況の概要 

 

 (1) 令和４年度決算関係 

 事業報告書 

正味財産増減計算書 

貸借対照表 

財産目録 

監査報告書 

 

 (2) 令和５年度予算関係 

 経常収益 １５，９０７，０００円 

経常費用 １５，８７３，５２３円 

差引（損益） ３３，４７７円 
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報告第１０号  株式会社西条産業情報支援センターの経営状況について 

（産業振興課） 

 

１ 提出の理由 

株式会社西条産業情報支援センターの経営状況について、地方自治法（昭和

２２年法律第６７号）第２４３条の３第２項の規定により、議会に報告するも

のである。 

 

２ 株式会社西条産業情報支援センターの経営状況の概要 

 

(1) 令和４年度決算関係 

 事業報告 

貸借対照表 

損益計算書 

販売費及び一般管理費 

株主資本等変動計算書 

個別注記表 

決算監査意見書 

 

(2) 令和５年度予算関係 

 収入予算 １１３，６１２，０００円 

支出予算 １１２，８８４，０００円 

差引（損益） ７２８，０００円 
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報告第１１号  株式会社ソラヤマいしづちの経営状況について 

（観光振興課） 

 

１ 提出の理由 

株式会社ソラヤマいしづちの経営状況について、地方自治法（昭和２２年法

律第６７号）第２４３条の３第２項の規定により、議会に報告するものである。 

 

２ 株式会社ソラヤマいしづちの経営状況の概要 

 

(1) 令和４年度決算関係 

 事業報告 

貸借対照表 

損益計算書 

販売費及び一般管理費 

株主資本等変動計算書 

個別注記表 

決算監査報告書 

 

(2) 令和５年度予算関係 

 収入予算 ５２，５９５，０００円 

支出予算 ５９，６１３，０００円 

差引（損益） △７，０１８，０００円 
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報告第１２号  消防設備点検業務に係る委託契約における債務不履行 

に伴う和解の専決処分について 

（施設管理課） 

                             

１ 提出の理由 

  消防設備点検業務に係る委託契約における債務不履行について、相手方と

和解による解決を図るため地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０

条第１項の規定により専決処分したので、同条第２項の規定によりこれを報

告するものである。 

 

２ 概要 

  和解の内容等 

(1) 相手方は、消防設備点検業務に係る委託契約において債務不履行のあっ

た６施設について、未実施の業務費相当額（平成２５年度から令和３年度

までにおける契約分に限る。）金６４７，４４０円を市に支払う。 

(2) 本件和解のほか、双方の間には一切の債権債務関係がないことを確認す

る。 

(3) 双方とも、その余一切の異議・請求の申立てをしないことを誓約する。 
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報告第１３号  権利の放棄について 

（人権擁護課） 

 

１ 提出の理由 

西条市債権管理条例（平成２８年西条市条例第１号）第１６条の規定によ

り権利を放棄したので、同条例第１７条の規定により、議会に報告するもの

である。 

 

２ 概要 

  住宅新築資金等貸付事業により貸し付けた住宅新築資金等貸付金及びその

利息並びにそれらに係る遅延損害金について、債務者の生活困窮及び破産免

責等により、回収が著しく困難又は不能となっていることから、債権を放棄し

たものである。 

 

  放棄した債権額 

  件数 ４件 

金額 １１，８３５，０３６円及び遅延損害金 
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報告第１４号  権利の放棄について 

（水道業務課） 

 

１ 提出の理由 

西条市債権管理条例（平成２８年西条市条例第１号）第１６条の規定により

権利を放棄したので、同条例第１７条の規定により、議会に報告するものであ

る。 

 

２ 概要 

  水道使用者が死亡等の理由により、時効の援用がなされず累積している水

道料金債権について、回収が著しく困難又は不能となっていることから、債権

の放棄をしたものである。 

 

上水道料金債権 

件数 ９件 

金額 ６１，５４８円 

 

 

 


